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病
院
管
理
規
程

■群
馬
県
病
院
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
病
院
管
理
規
程
第
三
号

群
馬
県
病
院
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

群
馬
県
病
院
局
組
織
規
程
（
平
成
十
五
年
群
馬
県
病
院
管
理
規
程
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
総
務
課
」
を
「
経
営
戦
略
課
」
に
改
め
、
「
財
務
係
」
の
下
に
「
、
戦
略
企

画
係
」
を
加
え
、
「
病
院
改
革
・
Ｄ
Ｘ
推
進
係
」
を
「
業
務
改
善
・
Ｄ
Ｘ
推
進
係
」
に
改
め
、
同
条

第
二
項
中
「
総
務
課
」
を
「
経
営
戦
略
課
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
総
務
課
」
を
「
経
営
戦
略
課
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
病
院
局
職
務
権
限
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
病
院
管
理
規
程
第
四
号

群
馬
県
病
院
局
職
務
権
限
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

群
馬
県
病
院
局
職
務
権
限
規
程
（
平
成
十
五
年
群
馬
県
病
院
管
理
規
程
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
五
号
、
第
四
条
、
第
九
条
第
一
項
、
第
十
条
第
一
項
、
第
十
五
条
第
二
項
及
び
第
十
六

条
並
び
に
別
表
第
二
病
院
局
長
の
項
及
び
総
務
課
長
の
項
中
「
総
務
課
長
」
を
「
経
営
戦
略
課
長
」

に
改
め
る
。

別
表
第
三
企
業
出
納
員
の
項
中
「
総
務
課
」
を
「
経
営
戦
略
課
」
に
改
め
る
。

別
表
第
四
病
院
局
長
の
項
第
二
十
三
号

及
び

並
び
に
第
二
十
四
号

及
び

中
「
総
務
課
長

「

専
決
」
を
「
経
営
戦
略
課
長
専
決
」
に
改
め
、
同
表
総
務
課
長
の
項
中

総
務
課
長

を
」

「

経
営
戦
略

に
改
め
、
同
項
第
二
十
四
号

及
び

並
び
に
第
二
十
五
号

及
び

中
「
総

課
長

」

務
課
長
専
決
」
を
「
経
営
戦
略
課
長
専
決
」
に
改
め
る
。

別
表
第
五
並
び
に
別
表
第
六
年
次
有
給
休
暇
の
項
及
び
職
務
専
念
義
務
の
免
除
の
項
中
「
総
務
課

長
」
を
「
経
営
戦
略
課
長
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
病
院
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
病
院
管
理
規
程
第
五
号

群
馬
県
病
院
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

群
馬
県
病
院
局
財
務
規
程
（
平
成
十
五
年
群
馬
県
病
院
管
理
規
程
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
九
号
中
「
総
務
課
長
」
を
「
経
営
戦
略
課
長
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
病
院
局
総
務
課
財
務
係
長
」
を
「
病
院
局
経
営
戦
略
課
財
務
係
長
」
に
改
め

る
。第

四
条
第
二
項
の
表
中
「
総
務
課
長
」
を
「
経
営
戦
略
課
長
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
県
庁

総
務
課
」
を
「
県
庁
経
営
戦
略
課
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
及
び
第
十
三
条
第
二
項
中
「
総
務
課
長
」
を
「
経
営
戦
略
課
長
」
に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
第
四
項
た
だ
し
書
中
「
土
曜
日
」
を
「
休
日
（
銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五

十
九
号
）
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
休
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
に
改
め
、
「
（
銀
行
法

施
行
令
（
昭
和
五
十
七
年
政
令
第
四
十
号
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
休
日
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
」
を
削
る
。

第
三
十
八
条
の
二
の
見
出
し
中
「
指
定
代
理
納
付
者
」
を
「
指
定
納
付
受
託
者
」
に
改
め
、
同
条

第
一
項
中
「
第
二
百
三
十
一
条
の
二
第
六
項
」
を
「
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
二
」
に
、
「
指
定
代

理
納
付
者
」
を
「
指
定
納
付
受
託
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。

第
百
十
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
を
す
る
」
を
「
（
単
価
契
約
及
び
長
期
継
続
契
約
を
除
く
。
）

に
つ
い
て
、
当
該
契
約
の
性
質
又
は
目
的
に
よ
り
契
約
書
の
作
成
を
省
略
し
て
も
支
障
が
な
い
と
認

め
る
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
に
お
い
て
、
」
の
下
に
「
あ
ら
か
じ
め
契
約
書
を
作
成
し
、
こ

れ
に
基
づ
い
て
物
品
を
売
り
払
う
こ
と
が
困
難
な
と
き
又
は
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
中
「
契
約
す

る
」
の
下
に
「
場
合
に
お
い
て
、
契
約
書
を
作
成
す
る
必
要
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
」
を
加
え
、
同

項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

国
が
認
可
し
た
約
款
又
は
特
約
に
基
づ
く
保
険
の
契
約
を
す
る
と
き
。

第
百
十
五
条
の
二
第
一
項
中
「
規
則
」
を
「
規
則
等
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

群
馬
県
長
期
継
続
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
契
約
を
定
め
る
条
例
第
二
条
第
一
号
に
規

定
す
る
規
則
等
で
定
め
る
契
約
は
、
機
械
器
具
（
電
子
計
算
機
又
は
情
報
通
信
機
器
に
お
い
て
使

用
す
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
設
備
又
は
車
両
の
借
入
れ
に
関
す
る
契
約
と

す
る
。

３

群
馬
県
長
期
継
続
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
契
約
を
定
め
る
条
例
第
二
条
第
二
号
に
規

定
す
る
規
則
等
で
定
め
る
契
約
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
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3

令和４年３月３１日（木） 群 馬 県 報 号 外（第１０号）

一

機
械
器
具
又
は
設
備
の
運
用
又
は
管
理
に
関
す
る
業
務
を
委
託
す
る
契
約

二

庁
舎
又
は
施
設
の
警
備
、
清
掃
又
は
案
内
に
関
す
る
業
務
を
委
託
す
る
契
約

三

複
写
に
係
る
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約

四

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
に
関
す
る
使
用
許
諾
契
約

五

指
定
納
付
受
託
者
と
締
結
す
る
地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
三
第
一
項
に
規
定
す

る
納
付
事
務
の
取
扱
い
に
関
す
る
契
約

別
記
様
式
第
三
十
号
中
「総

務
課
長

」
を
「経

営
戦
略
課
長

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
三
十
二
号
中
「群

馬
県
病
院
局
総
務
課

」
を
「群

馬
県
病
院
局
経
営
戦
略
課

」
に
改

め
る
。

「

検
印

精
査

出
納

起
票

別
記
様
式
第
三
十
二
号
の
二
中

を
削
り
、

」

「

出
納
取
扱
金
融
機
関
領
収
印

領
収
日
付
印

を
」

「

領
収
日
付
印

に
改
め
る
。

」

別
記
様
式
第
三
十
四
号
中
「群

馬
県
病
院
局
総
務
課

」
を
「群

馬
県
病
院
局
経
営
戦
略
課

」
に
改

め
る
。

「企
業
出
納
員

「企
業
出
納
員

別
記
様
式
第
五
十
号
中

を
」

に
改
め
る
。

印

」

別
記
様
式
第
五
十
二
号
及
び
別
記
様
式
第
五
十
四
号
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
五
十
七
号
中
「群

馬
県
病
院
局
総
務
課

」
を
「群

馬
県
病
院
局
経
営
戦
略
課

」
に
改

め
る
。

別
記
様
式
第
六
十
二
号
か
ら
別
記
様
式
第
六
十
四
号
ま
で
の
規
定
中

「

年
月

日

を

（契
約
担
当
者

）

」

「

に

（契
約
担
当
者

）

」

改
め
る
。附

則

１

こ
の
規
程
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
程
の
施
行
の
日
に
お
い
て
現
に
改
正
前
の
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指

定
を
受
け
て
い
る
者
に
よ
る
納
付
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

群
馬
県
病
院
事
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
病
院
管
理
規
程
第
六
号

群
馬
県
病
院
事
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

群
馬
県
病
院
事
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
五
年
群
馬
県
病
院
管
理
規
程
第
九
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
中
「
第
三
条
第
七
項
」
を
「
第
三
条
第
六
項
」
に
、
「
第
三
条
第
八
項
」
を
「
第
三
条
第

七
項
」
に
、
「
第
三
条
第
九
項
」
を
「
第
三
条
第
八
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
中
「
第
三
条
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
」
を
「
第
三
条
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
」

に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
第
二
項
中
「
百
分
の
百
十
二
・
五
」
を
「
百
分
の
百
二
十
」
に
、
「
百
分
の
百
五
十

七
・
五
」
を
「
百
分
の
百
六
十
二
・
五
」
に
、
「
百
分
の
九
十
二
・
五
」
を
「
百
分
の
百
」
に
改
め
、

同
条
第
三
項
中
「
百
分
の
百
十
二
・
五
」
を
「
百
分
の
百
二
十
」
に
、
「
百
分
の
六
十
二
・
五
」
を

「
百
分
の
六
十
七
・
五
」
に
、
「
百
分
の
九
十
二
・
五
」
を
「
百
分
の
百
」
に
、
「
百
分
の
五
十

二
・
五
」
を
「
百
分
の
五
十
七
・
五
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
病
院
事
業
職
員
旅
費
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
病
院
管
理
規
程
第
七
号

群
馬
県
病
院
事
業
職
員
旅
費
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程



4

群
馬
県
病
院
事
業
職
員
旅
費
規
程
（
平
成
十
五
年
群
馬
県
病
院
管
理
規
程
第
十
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
並
び
に
別
表
第
一
病
院
局
長
の
項
及
び
総
務
課
長
の
項
中
「
総
務
課
長
」
を
「
経
営
戦
略

課
長
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
病
院
管
理
規
程
第
八
号

群
馬
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

群
馬
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
（
平
成
十
五
年
群
馬
県
病
院
管
理
規
程
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
四
項
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
項
中
第
七
号
を

第
十
号
と
し
、
第
六
号
を
第
九
号
と
し
、
第
五
号
を
第
八
号
と
し
、
第
四
号
を
第
六
号
と
し
、
同
号

の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

午
前
九
時
十
五
分
か
ら
午
後
零
時
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
六
時
ま
で

第
三
条
第
五
項
第
三
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
す
る
。

四

午
前
八
時
十
五
分
か
ら
午
後
零
時
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

五

午
前
八
時
四
十
五
分
か
ら
午
後
零
時
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
三
十
分
ま
で

第
三
条
第
六
項
中
「
前
三
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
中
第

七
項
を
第
六
項
と
し
、
第
八
項
か
ら
第
十
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
七
条
中
「
第
三
条
第
七
項
」
を
「
第
三
条
第
六
項
」
に
、
「
第
三
条
第
八
項
」
を
「
第
三
条
第

七
項
」
に
、
「
第
三
条
第
九
項
」
を
「
第
三
条
第
八
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
病
院
局
の
処
務
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
病
院
管
理
規
程
第
九
号

群
馬
県
病
院
局
の
処
務
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

群
馬
県
病
院
局
の
処
務
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
五
年
群
馬
県
病
院
管
理
規
程
第
十
三
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
管
理
者
印
の
項
、
病
院
局
長
印
の
項
、
病
院
局
印
の
項
中
「
病
院
局
総
務
課
」
を
「
病
院
局

経
営
戦
略
課
」
に
改
め
、
同
表
病
院
局
総
務
課
長
印
の
項
中
「
病
院
局
総
務
課
長
印
」
を
「
病
院
局

「

病
院
局
総
務
課

経
営
戦
略
課
長
印
」
に
、

を
」

「

病
院
局
経
営
戦

略
課

に
改
め
る
。

」

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
病
院
局
職
員
の
安
全
及
び
健
康
管
理
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
病
院
管
理
規
程
第
十
号

群
馬
県
病
院
局
職
員
の
安
全
及
び
健
康
管
理
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

群
馬
県
病
院
局
職
員
の
安
全
及
び
健
康
管
理
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
一
年
群
馬
県
病
院
管
理

規
程
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
三
項
中
「
群
馬
県
病
院
局
総
務
課
」
を
「
群
馬
県
病
院
局
経
営
戦
略
課
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
病
院
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群 馬 県

病 院 局

総務課長

群 馬 県

病 院 局

経営戦略課長
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群
馬
県
病
院
管
理
規
程
第
十
一
号

群
馬
県
病
院
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

群
馬
県
病
院
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
（
令
和
二
年
群
馬
県
病
院
管
理
規
程

第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
第
三
項
中
「
百
分
の
百
二
十
七
・
五
」
を
「
百
分
の
百
二
十
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
病
院
局
公
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
病
院
管
理
規
程
第
十
二
号

群
馬
県
病
院
局
公
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

群
馬
県
病
院
局
公
文
書
管
理
規
程
（
令
和
三
年
群
馬
県
病
院
管
理
規
程
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
総
務
課
」
を
「
経
営
戦
略
課
」
に
改
め
る
。

第
三
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
及
び
第
四
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
総
務
課
長
」
を
「
経
営

戦
略
課
長
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
総
務
課
」
を
「
経
営
戦
略
課
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
総

務
課
長
」
を
「
経
営
戦
略
課
長
」
に
改
め
る
。

第
六
条
、
第
十
条
及
び
第
十
一
条
中
「
総
務
課
長
」
を
「
経
営
戦
略
課
長
」
に
改
め
る
。

別
表
中
「
病
院
局
総
務
課
」
を
「
病
院
局
経
営
戦
略
課
」
に
、
「
病
総
」
を
「
病
経
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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